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原動機付自転車・小型特殊自動車の
ナンバープレート形状のデザインを募集

旧こじか園跡地を売却しま旧こじか園跡地を売却しますす
一般競争入札で市有財産（土地）を売却します。

纂売却物件・予定価格（最低売却価格）

予定価格地積地目所　　在市有財産

6,102,000円329.86㎡宅地登米市迫町佐沼字西佐沼１７３－２土地物件１

6,155,500円344.65㎡宅地登米市迫町佐沼字西佐沼１７３－３土地物件２

纂入札参加申込書の交付、受け付け

　【期間】

　１月２１日（月）～２月８日（金）午前9時～午後５時

　※土曜・日曜日を除く

　【場所】　総務部総務課　財産係（市役所迫庁舎２階）

　【提出方法】　持参または書留による郵送

　【提出期限】　２月８日（金）必着

纂提出書類

　 ▼一般競争入札参加申込書（印鑑登録のある印を使用）

　※添付書類（各証明書は発行後３カ月以内のもの）

　①個人＝住民票抄本、印鑑証明書、本籍地の市町村長

　が発行する身分証明書、身分証（運転免許証、健康保

　険被保険者証の写しなど）　各１通　

　②法人＝登記簿謄本、代表者の印鑑証明書　各１通

纂現地説明会の日時・場所

　【日時】　２月１３日（水）午後１時３０分

　【場所】　物件１・２の現地

纂入札保証金

　入札に参加する人は、入札する金額の100分の５以上

　（円未満切り上げ）の保証金が必要です。入札日の

　前々日までに、市が指定する銀行口座に振り込んでい

　ただきます（振込手数料は入札参加者の負担）。

纂入札

　【日時】　２月２２日（金）午後１時３０分

　【場所】　迫公民館１階　研修室

纂契約の締結など

　①落札者には、落札後速やかに「買受申込書」を提出

　していただきます。

　②契約は、２月２９日（金）までに行います。

　③売買契約書に貼付する収入印紙、所有権移転登記に

　必要な登録免許税は、買受者の負担になります。

　④土地は、現状有姿での引き渡しとなります。

纂問い合わせ

　総務部総務課　財産係　緯 0220（22）2091

【応募資格】　市内に居住または通勤・通学している人

【応募規定】

　登米市の地域イメージを表している形状であること。

　交通に危険のない形状であること。

　Ａ４版の紙を横長に使用して、手書きまたはパソコ

　ンなどによりプリントアウトしたもの。

　ナンバープレートの大きさは、縦１０㎝、横２０㎝です。

　一人２作品まで応募できます。

　自作の未発表作品であること。

　１作品ごとに、裏面へ住所・氏名・年齢・電話番号

　を記入してください。市外に住んでいる人は市内の勤

　務先または学校名も記入してください。

【募集期限】　２月２９日（金）必着

【応募方法】　総務部税務課か各総合支所地域生活課地域

　係に持参　（閉庁日を除く）または郵送してください。

【選考方法】　応募された作品の中から数点選考し、市民

　の投票により入選作品１点を選考します。

【その他】　

　応募作品は返却しません。

登米市をイメージした原動機付自転車および小型特殊自動車のナンバープレート形状のデザインを募集します。

　入選作品に関する一切の権利は登米市に帰属します。

　標識としての使用に当たって、若干の変更・修正を

　する場合があります。

　入選者にはナンバープレートのレプリカなどを贈り

　ます。

【応募先・問い合わせ】

　〒987－0511

　登米市迫町佐沼字中江二丁目６番地１

　登米市総務部税務課　市民税係

　緯 0220（22）2163

松山市では「雲をイメージしたかたち」の

ナンバープレートが採用されています
参考
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歳以上の人のための75
が始まります

　４月から後期高齢者医療制度が始まることにより、７５歳以上の人など対象となる人は、国民健

康保険や社会保険、共済組合保険などから後期高齢者医療保険へ移ります。保険証は一人一人に

交付され、加入するすべての人が保険料を負担します。

後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度

対象となる人

纂７５歳以上の人
纂６５～７４歳までの人で、一定の障害がある人

※現在加入している社会

保険や国民健康保険など

の健康保険から、後期高

齢者医療保険へ移行する

ことになります。

医　療　費

　　　　　　　纂医療費は、これまでの老人
　　　　　　　保健制度と変わりません。医

　　　　　　　療機関窓口での自己負担割合

　　　　　　　は、１割（現役並み所得者は

　　　　　　　３割）です。

纂高額医療費などは、これまでと同様の給付
が受けられます。各種申請手続きは、各総合

支所の窓口で行います。

保　険　料

纂加入者全員が納めます。
纂保険料額は、加入者の前年中の所得などに
応じて個人ごとに計算されます。

纂原則として、年金から天引きされます。
※社会保険の被扶養者など、これまで保険料

負担のなかった人も保険料を納めます。

宮城県後期高齢者医療広域連合で配布したパンフレット「後期高齢者医療制度

の保険料が決まりました」と一緒にお読みください。

閣

　保険料率は、県広域連合で２年間の医療費を推計して、その１割を加入

者全員でまかなえるように算定しています。県内市町村は、同じ率が使用

されます。なお、保険料率の見直しは、２年ごとに行われます。

制度のポイント

保険料率

7.14％所得割 均等割 38,760円

保　険　証

纂対象となる人には、新しい保険証が一人に
１枚交付されます。

※保険証は３月下旬に送付します。

※お医者さんにかかるときは、

新しい保険証を医療機関に提示

してください。

閣
保険証

老人医療
受給者証

これまこれまでで ４月か４月からら

＋＋

◆後期高齢者医療制度◆




